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① 東京都保険者協議会について 

○第 1 回（令和 5年 7月 21 日（金）） 

【役員の選出】 

東京都保険者協議会 副会長及び監事の選出について 

 

【議決事項】 

第 1号議案 令和 4年度 東京都保険者協議会事業報告について 

第 2号議案 令和 4年度 東京都保険者協議会関係業務会計歳入歳出決算について 

第 3号議案 令和 5年度  東京都保険者協議会関係業務会計歳入歳出予算補正について 

 

【報告事項】 

（1） 令和 4年度 東京都保険者協議会監査報告について 

（2） 令和 5年度 各種会議開催状況等について 

（3） 令和 5年度 特定健診等集合契約締結状況について 

（4） 特定健診データを活用した被保険者の健康状態等の分析について 

 

【協議事項】 

（1）令和 5年度 特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた要望書について 

（2）令和 5年度 都内医療保険者における医療費適正化に関する取組状況調査について 

（3）マイナンバーカードの健康保険証利用に関する取組状況について（意見交換） 

 

【情報提供】 

がん検診パンフレット（デジタルブック）について 

 

 

 

 

 

 

 

○第 2 回（令和 5年 12 月 22日（金）） 

【役員等の選出】 

（1）東京都保険者協議会 副会長の選出について 

（2）東京都保険者協議会 特定健診・特定保健指導特別部会 副部会長の選出について 

 

【報告事項】 

（1）令和 5年度 各種会議開催状況等について 

（2）研修会の開催について 

（3）「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた要望書」の提出について 

（4）日本健康会議「健康づくりに取り組む 5つの実行宣言 2025」の達成状況について 

（5）「東京都保険者協議会における協働の取組」について 

（1）令和 5年度 各種会議開催状況等について 

 

《主な協議内容》 

「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた要望書」については、事前に集約した各委

員の意見を中心に協議等を行った。 

「都内医療保険者における医療費適正化に関する取組状況調査」では、都内医療保険者を対象

に、データヘルス計画に基づく取組の実施体制等の現状を把握するため、その調査項目について協

議を行った。 
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（6）保険者の取組事例の構造化について 

（7）特定健診データを活用した被保険者の健康状態等の分析について 

（8）「都内医療保険者におけるデータヘルス計画に基づく取組状況調査」の結果について 

 

【協議事項】 

令和 6年度における東京都保険者協議会の取組について（案） 

 

【議決事項】 

第 1号議案 東京都保険者協議会設置運営規程等の一部改正について 

第 2号議案 令和 6年度 東京都保険者協議会事業計画骨子（案）について 

第 3号議案 令和 6年度 東京都保険者協議会予算（案）の大綱について 

 

【その他】 

（1）日常生活のなかで「今、できること」から取り組める健康づくりの普及啓発について  

（2）退職者向けがん検診リーフレットの作成について 

（3）令和 5年度東京都職域がん検診精度管理向上支援講習会について 

（4）糖尿病予防に向けた講演会について 

（5）職場における受動喫煙対策の取組について 

（6）令和 5年度東京都後発医薬品安心使用促進に係る医療関係者向け講演会について 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 東京都保険者協議会データ分析部会について 

 

○第 1 回（令和 5年 6月 7日（水）） 

【議題】 

（1）令和 4年度 東京都保険者協議会データ分析部会の事業報告について【報告】 

（2）令和 5年度 東京都保険者協議会データ分析部会の事業計画及び実施計画、 

年間スケジュールについて【報告】 

（3）令和 5年度 データ分析に関する研修会について【報告】 

（4）特定健診データを活用した被保険者の健康状態等の分析について【協議】 

（5）保険者の取組事例の構造化について【報告】 

（6）その他 

 

 

 

 

《主な協議内容》 

令和6年度における保険者協議会の取組について協議を行った。 

また、都内医療保険者のデータヘルス計画に基づく取組について実施体制等の現状を把握する 

ため、8月から 9月にかけて実施した「都内医療保険者におけるデータヘルス計画に基づく取組 

状況調査」の結果について報告等を行った。 
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《主な協議内容》 

 令和 6年度データ分析に関する研修会のテーマ及び講師候補の選定を行った。 

 また、令和 6年度におけるデータ分析部会の取組及び実施計画（案）について協議を行い、データ

分析事業では分析項目や対応可能な委員が収集する項目について意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第 2 回（令和 5年 10 月 31日（火）） 

【議題】 

（1）令和 5年度 データ分析に関する研修会について【報告】 

（2）令和 6年度 データ分析に関する研修会について【協議】 

（3）特定健診データを活用した被保険者の健康状態等の分析について【協議】 

（4）「都内医療保険者のデータヘルス計画に基づく取組状況調査」の結果について【報告】 

（5）健康スコアリングレポートの活用方法について【協議】 

（6）日本健康会議「健康づくりに取り組む 5つの実行宣言 2025（宣言 2）」の達成状況に 

ついて【報告】 

（7）保険者の取組事例の構造化について【報告】 

（8）その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第 3 回（令和 6年 2月 2日（金）） 

【議題】 

（1）令和 6年度 データ分析に関する研修会について【協議】 

（2）特定健診データを活用した被保険者の健康状態等の分析について【報告】 

（3）令和 6年度 東京都保険者協議会の取組について【報告】 

（4）令和 6年度 データ分析部会の取組について【協議】 

（5）令和 6年度 実施計画（案）について【協議】 

 

 

 

 

 

《主な協議内容》 

令和 5年度データ分析に関する研修会の講師決定等の経過報告を行った。 

令和 4年度から取り組んでいる「特定健診データを活用した被保険者の健康状態等の分析」につ

いて、委員が追加提出したデータの傾向の報告、意見交換を行った。 

また、新たに対応可能な委員が行う「クロス分析」の項目について協議した結果、特定の年代の

各健診項目（特にメタボ及び血糖）結果と質問票回答状況の相関関係がわかるようなデータを収集

することとした。 

《主な協議内容》 

令和 6年度データ分析に関する研修会の開催形式等について協議を行い、動画配信形式による研

修会を行うことについて承認を得、配信期間を従来から 3週間延伸し、6週間程度にすることとし

た。 

「特定健診データを活用した被保険者の健康状態等の分析」については、第 1回本部会にて協

議・決定したクロス分析の収集結果及び有識者の講評を共有した。 

また、8月に都内医療保険者を対象に行った「都内医療保険者のデータヘルス計画に基づく取組

状況調査」の結果報告等を行った。 
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③ 東京都保険者協議会保健活動部会について 

 

○第 1 回（令和 5年 6月 28 日（水）） 

【議題】 

（1）令和 4年度 東京都保険者協議会保健活動部会の事業報告について【報告】 

（2）令和 5年度 東京都保険者協議会保健活動部会の事業計画及び実施計画、 

年間スケジュールについて【報告】 

（3）令和 5 年度 特定保健指導等プログラム研修会及び保健事業に関する研修会について

【報告】 

（4）令和 6年度 特定保健指導等プログラム研修会及び保健事業に関する研修会について 

  【協議】 

（5）特定健診データを活用した被保険者の健康状態等の分析について【協議】 

（6）保険者協議会の協働の取組について 

       ①促進月間等を活用した広報活動に関する取組について【報告】 

       ②東京都及び東振協が実施するイベントへの協力等について 

     Ⅰ. Tokyo健康ウオーク（東京都）【協議】 

     Ⅱ. 東振協いきいき健康づくり 2023（東振協）【報告】 

（7）保険者の取組事例の構造化について【報告】 

（8）その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

○第 2 回（令和 5年 11 月 27日（月）） 

【議題】 

（1）令和 5年度 特定保健指導等プログラム研修会（専門職編、中・上級編）及び 

令和 5年度 保健事業に関する研修会について【報告】 

（2）令和 6年度 特定保健指導等プログラム研修会について【協議】 

（3）特定健診データを活用した被保険者の健康状態等の分析について【報告】 

（4）「都内医療保険者におけるデータヘルス計画に基づく取組状況調査」の結果について 

【報告】 

（5）日本健康会議「健康づくりに取り組む 5つの実行宣言 2025（宣言 2）」の達成状況に 

ついて【報告】 

（6）保険者協議会の協働の取組について 

   ① 促進月間等を活用した広報活動に関する取組について【報告】 

② 東京都及び東振協が実施するイベントへの協力等について【報告】 

《主な協議内容》 

令和 5年度特定保健指導等プログラム研修会（初級編）の実施報告と特定保健指導等プログラム

研修会(専門職編、中・上級編)及び保健事業に関する研修会の講師決定等の経過報告を行った。 

また、保健活動部会にて検討する令和 6年度開催予定の上記研修会の種類・テーマを整理するた

め協議を行い、動画配信形式により受講者の幅が広がったメリットを活かし、全研修会の対象者を

統一し広く受講できるよう決定した。 

さらに、東京都主催イベントの協力事業としてグッズの選定等を行った結果、コットンバッグに

がん検診受診の普及啓発メッセージ等を印字し、作成・配布することとなった。 
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（7）保険者の取組事例の構造化について【報告】 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

○第 3 回（令和 6年 2月 2日（金）） 

【議題】 

（1）令和 6年度 特定保健指導等プログラム研修会について【報告】 

  （2）保険者協議会の協働の取組について 

令和 5年度 東京都が実施するイベントへの協力等について【報告】 

（3）令和 6年度 東京都保険者協議会の取組について【報告】 

（4）令和 6年度 保健活動部会の取組について【協議】 

（5）令和 6年度  実施計画（案）について【協議】 

 

 

 

 

 

 

④東京都保険者協議会特定健診・特定保健指導特別部会について 

●会議の開催について 

○第 1 回（令和 5年 7月 21 日（金）） ※東京都保険者協議会との合同開催 

 

 

 

 

 

○第 2 回（令和 5年 12 月 22日（金）） ※東京都保険者協議会との合同開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《主な協議内容》 

新たに再編した令和 6年度特定保健指導等プログラム研修会の開催形式等について協議を行い、

動画配信形式による研修会を行うことについて承認を得、配信期間を従来から 3週間延伸し、6週間

程度にすることとした。併せてテーマ及び講師候補の選定を行った。 

また、協力事業として第 1回本部会で決定したグッズを提供した東京都主催イベントの実施報告

や 8月に都内医療保険者を対象に行った「都内医療保険者のデータヘルス計画に基づく取組状況調

査」の結果報告等を行った。 

《主な協議内容》 

令和 5年度 特定健康診査等集合契約（B契約）締結状況について締結終了の報告を行った。 

また、東京都保険者協議会ホームページのアクセス数について報告を行った。 

《主な協議内容》 

 令和 6年度特定保健指導等プログラム研修会の講師決定等の経過報告を行った。 

また、令和 6年度における保健活動部会の取組及び実施計画（案）について、協議を行った。 

令和 6年度保健活動部会の取組では、抗菌薬の適正使用に向けた被保険者向け普及啓発資材の

作成等に関して協議を行った。 

《主な協議内容》 

令和 6年度の東京都代表保険者への引継ぎが行われたことを報告した。 
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●令和 5年度 集合契約について 

【令和 5年度代表保険者】全国健康保険協会東京支部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定健診

契約状況 令和 年 月 日 ～ 年 月 日 令和 年 月 日 ～ 年 月 日

千代田区 締結 令和 5 4 1 ～ 6 3 31 令和 ～

神　　田 締結 令和 5 6 15 ～ 6 2 29 令和 ～

中 央 区 締結 令和 5 5 11 ～ 6 3 31 令和 5 4 1 ～ 6 3 31

日 本 橋 締結 令和 5 5 10 ～ 6 3 31 令和 ～

3 港　　区 締結 令和 5 7 1 ～ 5 11 30 令和 ～

4 新 宿 区 締結 令和 5 6 1 ～ 6 3 31 令和 ～

文 京 区 締結 令和 5 6 15 ～ 6 3 31 令和 ～

小 石 川 締結 令和 5 6 15 ～ 6 3 31 令和 ～

下　　谷 締結 令和 5 5 1 ～ 6 3 31 令和 ～

浅　　草 締結 令和 5 5 1 ～ 6 3 31 令和 ～

7 墨 田 区 締結 令和 5 6 1 ～ 6 3 31 令和 ～

8 江 東 区 締結 令和 5 4 1 ～ 6 3 31 令和 5 4 1 ～ 6 3 31

品 川 区 締結 令和 5 4 1 ～ 6 3 31 令和 ～

荏　　原 締結 令和 5 4 1 ～ 6 3 31 令和 ～

10 目 黒 区 締結 令和 5 6 1 ～ 6 11 30 令和 ～

大　　森 締結 令和 5 6 1 ～ 6 3 31 令和 ～

田園調布 締結 令和 5 4 1 ～ 6 3 31 令和 ～

蒲　　田 締結 令和 5 4 1 ～ 6 3 31 令和 ～

世田谷区 締結 令和 5 4 1 ～ 6 3 31 令和 5 4 1 ～ 6 3 31

玉　　川 締結 令和 5 5 12 ～ 6 3 31 令和 5 5 12 ～ 6 3 31

13 渋 谷 区 締結 令和 5 4 1 ～ 6 3 31 令和 ～

14 中 野 区 締結 令和 5 4 1 ～ 6 3 31 令和 ～

15 杉 並 区 締結 令和 5 4 1 ～ 6 3 31 令和 5 4 1 ～ 6 3 31

16 豊 島 区 締結 令和 5 6 1 ～ 6 1 31 令和 ～

17 北　　区 締結 令和 5 6 1 ～ 6 1 31 令和 ～

18 荒 川 区 締結 令和 5 10 1 ～ 6 3 31 令和 ～

19 板 橋 区 締結 令和 5 6 1 ～ 6 3 31 令和 5 4 1 ～ 6 3 31

20 練 馬 区 締結 令和 5 5 1 ～ 6 3 31 令和 ～

21 足 立 区 締結 令和 5 5 11 ～ 6 3 31 令和 ～

22 葛 飾 区 締結 令和 5 6 1 ～ 5 10 31 令和 5 4 1 ～ 6 3 31

23 江戸川区 締結 令和 5 4 1 ～ 6 3 31 令和 ～

令和5年度　特定健診等集合契約締結状況

契約状況 特別区 市町村 島しょ 保健指導機関 合計

合　　意 0 0 0 0 0

締　　結 31 30 3 2 66

令和5年6月9日

地区医師会
実施期間 特定保健指導 実施期間

契 約  状 況

折　衝　中 0 0 0 0 0

5

6

1

2
締結

11

12
締結

締結

締結

9

締結

締結

締結
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●令和 6年度 特定健診等集合契約代表保険者について 

令和 5年 10月 23日（月）に「健康保険組合連合会東京連合会」への引継ぎを行った。 

特定健診

契約状況 令和 年 月 日 ～ 年 月 日 令和 年 月 日 ～ 年 月 日

24 八王子市 締結 令和 5 5 1 ～ 6 3 31 令和 ～

25 立 川 市 締結 令和 5 4 1 ～ 6 3 31 令和 ～

26 武蔵野市 締結 令和 5 6 1 ～ 6 3 31 令和 ～

27 三 鷹 市 締結 令和 5 5 1 ～ 6 3 31 令和 ～

28 青 梅 市 締結 令和 5 6 1 ～ 6 3 31 令和 ～

29 府 中 市 締結 令和 5 7 1 ～ 5 9 30 令和 ～

30 昭 島 市 締結 令和 5 4 1 ～ 6 3 31 令和 ～

31 調 布 市 締結 令和 5 5 1 ～ 6 2 29 令和 ～

32 町 田 市 締結 令和 5 4 1 ～ 6 3 31 令和 ～

33 小金井市 締結 令和 5 6 1 ～ 6 3 31 令和 ～

34 小 平 市 締結 令和 5 7 1 ～ 6 1 31 令和 ～

35 日 野 市 締結 令和 5 4 1 ～ 6 3 31 令和 ～

36 東村山市 締結 令和 5 6 15 ～ 6 3 31 令和 ～

37 国分寺市 締結 令和 5 5 1 ～ 6 3 31 令和 ～

38 国 立 市 締結 令和 5 4 1 ～ 6 3 31 令和 ～

39 西東京市 締結 令和 5 7 3 ～ 5 12 20 令和 ～

41 福 生 市 締結 令和 5 6 15 ～ 5 10 31 令和 ～

42 狛 江 市 締結 令和 5 6 1 ～ 6 3 31 令和 ～

43 東大和市 締結 令和 5 6 1 ～ 6 3 31 令和 ～

44 清 瀬 市 締結 令和 5 8 1 ～ 5 12 31 令和 ～

45 東久留米市 締結 令和 5 6 1 ～ 5 11 30 令和 ～

46 武蔵村山市 締結 令和 5 6 1 ～ 6 3 31 令和 5 6 1 ～ 6 3 31

47 多 摩 市 締結 令和 5 5 1 ～ 6 3 31 令和 ～

48 稲 城 市 締結 令和 5 4 1 ～ 6 3 31 令和 ～

49 あきる野市 締結 令和 5 8 1 ～ 5 12 28 令和 ～

50 羽 村 市 締結 令和 5 6 1 ～ 5 10 31 令和 ～

51 瑞 穂 町 締結 令和 5 5 15 ～ 5 10 31 令和 ～

52 日の出町 締結 令和 5 6 1 ～ 5 10 31 令和 ～

54 檜 原 村 締結 令和 5 5 8 ～ 6 3 31 令和 ～

55 奥多摩町 締結 令和 5 7 3 ～ 5 10 31 令和 ～

※特定保健指導は行わない

令和 年 月 日 ～ 年 月 日

令和 5 4 1 ～ 6 3 31

令和 5 4 1 ～ 6 3 31

令和 年 月 日 ～ 年 月 日

令和 5 7 15 ～ 5 7 20

令和 5 5 9 ～ 5 5 12

地区医師会
実施期間 特定保健指導 実施期間

契 約  状 況

締結

特定保健指導実施機関
特定保健指導 実施期間

契 約  状 況

大 島 町

令和5年5月14日（日）
令和5年6月11日（日）・25日（日）
令和5年7月23日（日）

令和5年9月3日（日）・10日（日）

株式会社 ベネフィット・ワン 締結

ＳＯＭＰＯヘルスサポート株式会社 締結

代表保険者と実施機関との契約状況 実施機関と各島しょ地区との実施期間

小笠原村
令和5年11月20日(月)・21日（火）・

23日（木）～27日（月）

八 丈 町

島しょ地区実施機関
特定健診

実施島しょ
実施期間

契約状況

医療法人社団 藤清会 大島医療センター 締結

公益財団法人 東京都予防医学協会 締結 神津島村

医療法人社団 こころとからだの元氣プラザ 締結

利 島 村 令和5年9月23日（土）・24日（日）・25日（月）

三 宅 村
令和5年8月26日（土）・27日（日）・29日（火）・

30日（水）・31日（木） ※31日（木）は午前中のみ
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⑤ 東京都保険者協議会医療計画等検討部会について 

 

○第 1 回（令和 5年 11 月 15日（水））   

【議題】 

（1）東京都保険者協議会医療計画等検討部会 副部会長の選出について 

（2）東京都保健医療計画 第七次改定 骨子（案）について 

【東京都保健医療局 医療政策部医療政策課担当者からの説明】 

（3）第四期東京都医療費適正化計画 骨子（案）について 

【東京都保健医療局 保健政策部国民健康保険課担当者からの説明】 

（4）意見提出に係る今後のスケジュール等について 

 

 

 

 

 

 

○第 2 回（令和 5年 12 月 22日（金）） 

【議題】 

（1）東京都保健医療計画 第七次改定 素案について 

【東京都保健医療局 医療政策部医療政策課担当者からの説明】 

（質疑応答） 

（2）第四期東京都医療費適正化計画 素案について 

【東京都保健医療局 保健政策部国民健康保険課担当者からの説明】 

（質疑応答） 

（3）東京都保健医療計画 第七次改定に対する意見書案について【協議事項】 

（4）第四期東京都医療費適正化計画に対する意見書案について【協議事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《主な協議内容》 

東京都保健医療計画第七次改定骨子（案）及び第四期東京都医療費適正化計画骨子（案）について

東京都担当者から説明を受けた。 

また、意見提出に係る今後のスケジュール等について説明を行った。 

《主な協議内容》 

東京都保健医療計画第七次改定素案及び第四期東京都医療費適正化計画素案について東京都担当

者から説明を受けた。 

また、各計画に対する意見書の内容について協議を行った。 
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○令和 5年度 特定保健指導等プログラム研修会【初級編】 

 

≪アンケート集計結果≫ ※回答数 57保険者 

Ⅰ 保険者種別                Ⅱ 職種別  

 

 

 

 

 

 

 

 

動画配信期間 令和 5年 5月 22日（月）10時 00分～令和 5年 6月 16日（金）17時 00分まで 

講

義

Ⅰ 

テーマ 
「特定健診・特定保健指導の意義と第 3期の現状から第 4期改訂のポイントを見

据えて」 

講師名 
慶應義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室 

教授 岡村  智教 氏 

動画再

生回数 
【前編】525回／【後編】372回 

講

義

Ⅱ 

テーマ 「睡眠の基礎知識と睡眠改善のポイント」 

講師名 
人間環境大学 看護学部 

教授  巽  あさみ 氏 

動画再

生回数 
【前編】298回／【後編】246回 

講

義

Ⅲ 

テーマ 
「特定保健指導における歯科口腔保健の活かし方 

―全身の健康づくりの一環として―」 

講師名 
日本アイ・ビー・エム健康保険組合  

予防歯科 歯学博士 加藤 元 氏 

動画再

生回数 
【前編】234回／【後編】209回 

【質疑応答について】 

講義Ⅰについて、7月下旬から期間限定で質疑応答一覧を研修会専用サイトにて公開した。 

講義Ⅱ、講義Ⅲについて、受講者からの質問はなかった。 

（2）研修会の開催について 

健康保険組合

29保険者

51%

共済組合

3保険者

5%

区市町村国保

15保険者

26%

国保組合

10保険者

18%

事務職

87名

59%

保健師

40名

27%

看護師

8名

6%

管理栄養士

12名

8%
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Ⅲ 内容理解度  

講義Ⅰ                       講義Ⅱ                       講義Ⅲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○令和 5年度 特定保健指導等プログラム研修会【専門職編】 

 

≪アンケート集計結果≫ ※回答数 40保険者 

Ⅰ 保険者種別        Ⅱ 職種別            Ⅲ 内容理解度  

 

                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動画配信期間 令和 5年 9月 19日（火）10時 00分～令和 5年 10月 13日（金）17時 00分まで 

テーマ 
「行動変容を促す保健指導の効果的な支援方法について－性格タイプ別保健指導の

ススメ－」 

講師名 

独立行政法人国立病院機構  

京都医療センター臨床研究センター 

予防医学研究室  

室長 坂根 直樹 氏 

動画再生回数 【前編】405回／【後編】354回 

【質疑応答について】 

11月下旬から期間限定で質疑応答一覧を研修会専用サイトにて公開した。 

よく理解できた

36保険者

61%

理解できた

22保険者

37%

あまり理解で

きなかった

1保険者

2%

よく理解できた

27保険者

57%

理解できた

20保険者

43% よく理解できた

29保険者

62%

理解できた

17保険者

36%

あまり理解で

きなかった

1保険者

2%
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○令和 5年度 特定保健指導等プログラム研修会【中・上級編】 

 

≪アンケート集計結果≫ ※回答数 42保険者 

Ⅰ 保険者種別        Ⅱ 職種別            Ⅲ 内容理解度  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動画配信期間 令和 5年 9月 19日（火）10時 00分～令和 5年 10月 13日（金）17時 00分まで 

テーマ 
「ナッジ理論の特定保健指導への活用（理論編） 

ナッジ理論の特定保健指導への応用（実践編）」 

講師名 

帝京大学大学院 公衆衛生学研究科 

研究科長・教授  福田 吉治 氏 

                杉本 九実 氏 

動画再生回数 【前編】262回／【後編】231回 

【質疑応答について】 

受講者からの質問はなかった。 
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○令和 5年度 データ分析に関する研修会 

≪アンケート集計結果≫ ※回答数 57保険者 

Ⅰ 保険者種別        Ⅱ 職種別             Ⅲ 内容理解度  

 

 

 

 

 

 

 

 

○令和 5年度 保健事業に関する研修会 

≪アンケート集計結果≫ ※回答数 46保険者 

Ⅰ 保険者種別        Ⅱ 職種別            Ⅲ 内容理解度  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動画配信期間 令和 5年 10月 18日（水）10時 00分～令和 5年 11月 10日（金）17時 00分まで 

テーマ 「データヘルス計画におけるデータの活用方法」 

講師名 
東京大学未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット 

特任教授 古井 祐司 氏 

動画再生回数 【前編】329回／【後編】280回 

【質疑応答について】 

受講者からの質問はなかった。 

動画配信期間 令和 5年 10月 18日（水）10時 00分～令和 5年 11月 10日（金）17時 00分まで 

テーマ 「糖尿病重症化予防のための運動指導のポイント」 

講師名 
帝京大学 医療技術学部 スポーツ医療学科    

教授 佐藤 真治 氏 

動画再生回数 【前編】196回／【後編】153回 

【質疑応答について】 

受講者からの質問はなかった。 

健康保険組合

22保険者

55%

共済組合

3保険者

7%

区市町村国保

7保険者

18%

国保組合

8保険者

20%

事務職

20名

20%

保健師

56名

55%

看護師

9名

9%

管理栄養士

16名

16%

よく理解

できた

60%
理解できた

37%

あまり理解で

きなかった

3%

健康保険組合

23保険者

55%

共済組合

3保険者

7%

区市町村国保

7保険者

17%

国保組合

9保険者

21%
事務職

25名

24%

保健師

53名

51%

看護師

9名

9%

管理栄養士

16名

16%

よく理解できた

52%

理解できた

46%

あまり理解で

きなかった

2%
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促進月間を活用した広報活動の実施 

 保険者が協働で被保険者等に対する集中した啓発を行うため、以下の促進月間を設定し

ている。 

また、促進月間に関するポスター等の普及啓発資材を本協議会ホームページに掲載して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考：https://www.tokyo-hokensyakyougikai.jp/contents/initiative/） 

 

≪禁煙週間（5月）≫ 

  

      

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

促進月間名 時期 
禁煙週間 5月 31日（水）～6月 6日（火）  
健康増進普及月間 9月 
乳がん月間 10月 
糖尿病予防月間 11月 
後発医薬品使用促進月間 2月 

リーフレット 

チラシ 

（3）「東京都保険者協議会における協働の取組」について 

https://www.tokyo-hokensyakyougikai.jp/contents/initiative/
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ポスター ステッカー 

パンフレット 

リーフレット 

チラシ 
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差し替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪健康増進普及月間（9 月）≫ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

≪乳がん月間（10月）≫ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーフレット 

ポスター ポスター ポスター 

リーフレット 
ポスター 
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≪糖尿病予防月間（11 月）≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーフレット 

パンフレット 
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リーフレット 

パンフレット 
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≪後発医薬品使用促進月間（2月）≫ 

  

ポスター ポスター 

リーフレット 

リーフレット 
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≪被用者保険の加入者向けパンフレット≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パンフレット 
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【構造化とは】 

保健事業をどのような方法・体制で行うと健康課題の解決につながるのかを明らかにするた

め、健康課題や健康課題を解決するための方法・体制の工夫等を同じ様式（保健事業カルテ）に

整理し、見える化することを指します。 

 

【保健事業カルテとは】 

 ・地域や職場における健康課題に対する「健康課題の解決度を測る評価指数の設定」や「方法・

体制の工夫」を記入する様式として東京大学が開発しました。 

 ・保健事業カルテ記入後にヒアリングを行い、ヒアリング後に加筆・整理することを通じて、保

健事業の改善につなげることを目的としています。 

 

【助言者】 

    東京大学未来ビジョン研究センター   

データヘルス研究ユニット  特任教授 古井 祐司 氏  

 

【令和 5年度取組テーマ及び参加保険者】 

○特 定 健 康 診 査： デパート健康保険組合 

○特 定 保 健 指 導： ＮＸグループ健康保険組合、東京建設業国民健康保険組合 

○生活習慣病重症化予防※： 文京区、ジェイアールグループ健康保険組合 

※令和 4年度までは「糖尿病性腎症重症化予防」の名称で実施。 

 

【事業の流れ】 

①参加保険者の選定 

②参加保険者へ保健事業カルテの趣旨・内容の説明 

（保健事業の構造化及び保健事業カルテの説明会－8月 24日開催、講師：古井祐司氏） 

 ③保健事業カルテの記載 

《 P.21～26参照 》 

④助言者による訪問ヒアリング（各 1回訪問、1～2時間程度）  

⑤ヒアリング結果を反映した内容の保健事業カルテ（助言者の講評有り）について、 

各会議等での報告や東京都保険者協議会ホームページでの公開を行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）保険者の取組事例の構造化について 
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保健事業カルテ【特定健康診査】（デパート健康保険組合） 

項目 計算方法 用いるデータ H30 R1 R2 R3 R4 R5 H30 R1 R2 R3 R4 R5 対象者 事業の流れ 工夫の分類 工夫している点 工夫の理由、ねらい 良かった点 苦労した点・課題

意欲がある人数
改善意欲がある被保険者数（A)

法定報告

値
40,530 41,523 44,089 42,560 算出中 ● ● ● ● ● ● 被保険者 周知・勧奨 d.環境整備

事業主が行う定期健診の実施医療機関、実施時期、標準的な質問票実施

の有無(質問票未実施の場合は健保組合より配付)、健診結果の提供方法

等を毎年度初めに把握し、健診結果提供について連携強化を図っている。

予め定期健診結果の提供時期や提供方法等を把

握することで健診実施後、スムーズな健診結果の収

集に努め、タイムラグ無くその後の特定保健指導や重

症化予防対策等に繋げる。

各事業所の健診の実施状況が把握でき

るようになり、特定保健指導など健診後の

計画・スケジュール管理が容易になった。

年度初めでは定期健診の実施時期

がまだ決定していない事業所がある。

対象者数
特定健康診査を

受けた被保険者数（B)

法定報告

値
56,448 58,008 60,543 60,132 算出中 ● ● ● ● ● ● 被保険者 周知・勧奨 d.環境整備

定期健診実施後、健診結果の提供を受ける際、事業主に「委任状」と「総括

表」を配付し、実施機関から特定健診結果(XML)データとして提供してもらえ

るような体制を整えている。その他、CSVデータ、紙等すべての媒体にも対応し

ている。

被保険者の特定健診結果の約8割を定期健診結

果で賄っており、実施率向上には定期健診結果の収

集が不可欠であるため。

事業主が実施機関に委任することにより

XMLデータでの収集が可能となり、受領

後のデータ管理が容易になった。

実施機関によってデータ作成料の金

額設定にバラつきがあり、「言い値」に

対応せざるを得ない。

意欲がある割合 改善意欲がある割合（A/B)
法定報告

値
71.8% 71.6% 72.8% 70.8% 算出中 ● ● ● ● ● ● 被保険者 周知・勧奨

c.プログラムの

工夫

事業所毎の特定健診受診率を把握することで、受診率の低い事業所に対し、

定期健診結果の提供の依頼をしている。依頼の際、事業主に対しては特定健

診の制度(他法優先等)について丁寧に説明し理解を求めている。

被保険者の特定健診結果の約8割を定期健診結

果で賄っており、実施率向上には定期健診結果の収

集が不可欠であるため。

特定健診実施率を向上させるため、各事

業所ごとにアプローチすることが可能となっ

た。

特定健診制度について認識不足に

よる非協力的な事業所がある。

被保険者(男性)の喫煙率 42.6% 41.8% 40.7% 40.1% 算出中

被保険者(女性)の喫煙率 22.1% 22.2% 21.6% 21.0% 算出中

データヘルス計画で

設定している

アウトカム評価指標

（２）

定期健診情報提供事業所割合 92.3% 86.1% 85.7% 86.5% 86.9% ● ● 被保険者
実施後の

フォロー
a.意識付け

各種健康診断を受診した被保険者は、健康ポータルサイト「Pep‐Up(ペップ

アップ)」のマイページにて、いつでも経年の健診結果、健康状態を閲覧すること

が可能。

健診結果や健康状態を可視化し分かりやすい情報

提供をすることで、自発的な健康行動の促進を図り、

健康の保持・増進、改善に繋げる。

各受診者の健康状態にあった情報を発信

することができるようになり、「自分ごと」とし

て興味をもってもらえるようになった。

「Pep‐Up」の新規登録率が伸び悩

んでいる。事業所によって登録率に

差があり各事業所にあったアプローチ

が必要。

項目 計算方法 用いるデータ H30 R1 R2 R3 R4 R5 H30 R1 R2 R3 R4 R5 対象者 事業の流れ 工夫の分類 工夫している点 工夫の理由、ねらい 良かった点 苦労した点・課題

実施者数
被保険者の

特定健康診査実施者数（A）

法定報告

値
56,448 58,008 60,543 60,132 63,190 ● ● ● ● ● ● 被保険者 周知・勧奨 d.環境整備

事業所の保健事業担当者向けに行っている説明会にて、特定健診制度につ

いて周知をし、定期健診結果の提供等について理解を求める。

提供率(実施率)の低い事業所へ出向き提供依頼をしている。

被保険者の特定健診結果の約8割を定期健診結

果で賄っており、実施率向上には定期健診結果の収

集が不可欠であるため。

特定健診制度が開始された2008年度よ

り継続して実施しているため、現在はほとん

どの事業所にご理解頂いている。

異動などにより担当者が替わった場

合には制度について丁寧に説明をし

たり、手間の掛からない手続き方法

についてサポートをしている。

対象者数
被保険者の

特定健康診査対象者数（B）

法定報告

値
68,333 71,790 75,087 76,144 75,279 ● ● ● ● ● ● 被保険者 周知・勧奨

c.プログラムの

工夫

事業主が行う定期健診の実施医療機関、実施時期、標準的な質問票実施

の有無(質問票未実施の場合は健保組合より配付)、健診結果の提供方法

等を毎年度初めに把握し、健診結果提供について連携強化を図っている。

予め定期健診結果の提供時期や提供方法等を把

握することで健診実施後、スムーズな健診結果の収

集に努め、タイムラグ無くその後の特定保健指導や重

症化予防対策等に繋げる。

各事業所の健診の実施状況が把握でき

るようになり、特定保健指導など健診後の

計画・スケジュール管理が容易になった。

年度初めでは定期健診の実施時期

がまだ決定していない事業所がある。

実施率 （A/B)
法定報告

値
82.6% 80.8% 80.6% 79.0% 83.9% ● ● ● ● ● ● 被保険者 周知・勧奨

c.プログラムの

工夫

定期健診実施時に標準的な質問票の聴取ができない、または回答内容が確

認できない場合、健保組合より(事業所経由で)質問票を配付し回答してもら

う。回答済み質問票は事業所協力の下、効率的な回収を行っている。

標準的な質問票を追加で実施することにより欠損項

目を減らし実施率の向上に繋げる。

より正確な加入者の生活習慣を把握でき

るようになった。

特定健診の実施率の向上に繋がった。

欠損者の抽出。

健診結果と標準的な質問票を結合

すること。

データヘルス計画で

設定している

アウトプット評価指標

（１）

定期健診実施予定表回答率 96.3% 63.0% 90.0% 99.5% 97.4% ● ● ● ● ● ● 被保険者 その他 d.環境整備

定期健診実施後、健診結果の提供を受ける際、事業主に「委任状」と「総括

表」を配付し、実施機関から特定健診結果(XML)データとして提供してもらえ

るような体制を整えている。その他、CSVデータ、紙等すべての媒体にも対応し

ている。

被保険者の特定健診結果の約8割を定期健診結

果で賄っており、実施率向上には定期健診結果の収

集が不可欠であるため。

事業主が実施機関に委任することが可能

となりXMLデータでの収集が可能となり受

領後のデータ管理が容易になった。

実施機関によってデータ作成料の金

額設定にバラつきがあり、「言い値」に

対応せざるを得ない。

データヘルス計画で

設定している

アウトプット評価指標

（２）

本人の健診データに基づく個別性

の高い情報提供
47,478 47,967 54,359 68,499 69,386 ● ● ● ● ● ● 被保険者 その他

b.行動変容・

継続支援

事業主が実施した定期健診または健保組合が実施した人間ドック等を受診し

た被保険者宛てに特定健診結果表を作成し通知。

結果表には、経年の健診結果、健康年齢、健康状態にあわせたコンテンツ等を

記載し生活習慣の改善を図っている。

受診者が自身の健康状態を把握し生活習慣を見直

す機会を提供することで、自発的な健康行動の促進

を図り、健康の保持・増進、改善に繋げる。

各受診者の健康状態にあった結果表を通

知することができるようになり、「自分ごと」と

して興味をもってもらえるようになった。

結果表に記載する付加価値の高い

健康情報コンテンツの作成やロジック

の構築に苦労した。

データヘルス計画で

設定している

アウトプット評価指標

（３）

健保組合が実施している健診事

業の利用率の向上
284 283 280 265 267 ● ● ● ● ● ● 被保険者 実施

c.プログラムの

工夫

健保組合が実施している健診事業を利用する際、事業所より事前に申請書

(受診申込書)の提出が必要であるが、この申請書の作成をサポートする「各種

健診申込書作成ツール」を配付し担当者の事務作業の軽減を図っている。

担当者の申請書作成の手間を減らすことで、申請手

続きを簡素化し健診事業の利用率向上に繋げる。

予めツール内に、当該年度の各事業所の

対象者マスタを格納して配付しているた

め、対象外の者の誤申請が無くなった。

随時発生する新規加入者・喪失者

の対応ができない。

評価指標の設定、実績値についての

コメント

[健康課題の抽出と事業目標の明確化]
　・特定健診受診率の向上を通じて健康意識の向上及び健康保持増進という事業の目的・目標が明確に

なっています。

[評価指標、目標値の設定と実績]
　・アウトカム指標に設定した「被保険者の喫煙率」（男女別）は同組合の健康課題に対応しています。ま

た、「本人の健診データに基づく個別性の高い情報提供」は生活習慣改善を促す取組みを評価する良い指

標です。

　・「定期健診情報提供事業所割合」や「定期健診実施予定表回答率」、「健保組合が実施している健

診事業の利用率の向上」は産業保健を補完しつつ、コラボヘルスを推進している同組合の特性に応じた評

価指標となっています。

工夫について

の

コメント

　事業所が多数あり、構造的に保健事業の予算が限られる状況のもと、健保組合による特定健康診査と事業主の定期健康診断を上手く組み合わせて、働き盛り世代の健康増進及び予防（特に事後措置）に努めている点は素晴らしいです。また、事業所担当者の

業務負担をできるだけ軽減したり、そのためのコミュニケーションを促す仕組み・素材づくりも注目すべき点です。

　今後、事業主による健康経営の社会的な要請が高まり、人的資本情報開示の義務化が進む中で、組合による事業所の健康課題や保健事業の取組実績の可視化の意義が高まると考えられます。

[アウトカムを上げる知見]
　・加入事業所にとっても共通の健康課題である喫煙対策についてコラボヘルスで進めており、機関誌や特定健診結果表、ポスター、チラシなどにより多面的な周知・啓発を行っていることは有用と考えられます。

[アウトプットを上げる知見]
　・事業主が行う定期健診に関する情報（健診機関、実施時期、標準的な質問票実施の有無）や健診結果の提供時期・方法等を毎年度把握することで、健診実施後のスムーズな健診結果の収集とタイムラグの少ない事後フォロー（特定保健指導、重症化予防

対策等）につなげている点は素晴らしいです。

　・健保組合による健診事業を利用するために事業所から提出する申請書作成を支援したり、健診機関から特定健診データを取得するための「委任状」、「総括表」の標準化は、他の組合（特に事業所が多い総合健保など）にも参考になる知見です。

デパート健康保険組合 保健事業カルテ

事業名 特定健康診査

背景となる健康課題

・一人当たり医療費は男性は「循環器系疾患」「歯科」が、女性は「歯科」「新生物」が高い。

・「循環器系疾患」は、「高血圧性疾患」「脳血管疾患」が高く、男性は「心疾患（虚血性心疾患、その他の心疾患）」も高

い。

・生活習慣病一人当たり医療費は、「高血圧症」「糖尿病」「高脂血症」の順に高く、男性は「人工透析」も高い。

・男性は「人工透析」、女性は「生活習慣病のすべての疾患」が全健保組合よりも高い。

事業目的・目標
特定健診受診率の向上

健康意識の向上及び健康保持増進

事業の成果

（アウトカム評価指標）

評価指標の定義 実績値 実施年度 工夫

共通

アウトカム

生活習慣の

改善意欲がある人の割合

成果を上

げる工夫

独自

アウトカム

データヘルス計画で

設定している

アウトカム評価指標

（１）

法定報告

値
喫煙率 ● ● ● ●

ここ数年は喫煙率が横ばい状態でタ

フスモーカー(岩盤層)への新たなアプ

ローチが必要。

事業所とのコラボヘルス推進の足掛かりに

なった。

独自

アウトプット

共通

アウトプット
特定健康診査実施率

実施量・

率を

上げる工

夫

工夫事業の実施率・実施量

（アウトプット評価指標）

評価指標の定義 実績値 実施年度

喫煙に起因する(喫煙と因果関係があると判断でき

る)疾病に係る医療費の抑制。

喫煙率の低下(生活習慣の改善)。

喫煙者だけでなく非喫煙者のリテラシーを向上させる

ことで新規喫煙者を食い止める。

喫煙対策については加入事業所にとっても共通の課題であるため協働(コラボヘ

ルス)で取り組む様にしている。

加入者に機関誌、特定健診結果表、ポスター、チラシなどを配付し「加熱式た

ばこ」「サードハンドスモーク」など喫煙に関するリスクを広く周知している。

オンライン禁煙外来プログラムを導入して対象者のライフスタイルに対応したメ

ニューを展開している。

● ● 被保険者
実施後の

フォロー
a.意識付け

事業目的・目標が明確でGood！

素晴らしい取組みで、コラボヘルスを進めるノウハウであることがうかがえます。

実施率を上げるための有用なツールですね。

事業所にとっても課題である喫煙対策をコラボヘルスで進めることは理にかなっています。

事業所担当者の業務負担を軽減する視点で支援していることは素晴らしいです。

説明会の受付で名刺交換し、その後のコミュニケーションを促すなど、丁寧に工夫されています。

健診実施後のフォローにPHRを活用することで、個別性を実現しています。

R5.9.15時点
での速報値

R5.9.15時点
での速報値

R5.9.15時点
での速報値
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保健事業カルテ【特定保健指導】（ＮＸグループ健康保険組合） 

項目 計算方法 用いるデータ H30 R1 R2 R3 R4 R5 H30 R1 R2 R3 R4 R5 対象者 事業の流れ 工夫の分類 工夫している点 工夫の理由、ねらい 良かった点 苦労した点・課題

該当者数
内臓脂肪症候群該当者数

（A)
法定報告値 7,600 8,055 8,541 8,365

対象者数
特定健康診査を受けた人数

（B)
法定報告値 41,934 42,482 42,686 42,657

該当者割合
内臓脂肪症候群該当者割合

（A/B)
法定報告値 18.1% 19.0% 20.0% 19.6%

保健指導の対

象で無くなった

人数

前年度に特定保健指導を受け

た人のうち、当該年度に特定保

健指導の対象で無くなった者の

人数（A)

法定報告値 1,742 1,720 1,881 2,085

対象者数
前年度に特定保健指導を受け

た人数（B)
法定報告値 8,805 9,034 9,225 9,396

減少率
特定保健指導対象者の減少率

（A/B)
法定報告値 19.8% 19.0% 20.4% 22.2%

データヘルス計画で

設定している

アウトカム評価指標（１）

【肥満対策（被保険者）】

肥満率 被保険者　肥満率 定健データ 45.4 46.0 47.0 44.3 46.1 ● ● ● 被保険者 その他
c.プログラムの

工夫

肥満度（１～４度）にあわせて肥満対策事

業を推進している。

肥満度によって取組み方法が異なるため、

度数にあったプログラムを提供。

少人数ながら高度肥満者へのプログラム

（健康道場）も実施しており、行動変

容、重症化予防につなげている。

対面→オンラインへの

切り替え

データヘルス計画で

設定している

アウトカム評価指標（２）

【喫煙対策（被保険者）】

喫煙率 被保険者　喫煙率 定健データ 39.5 37.5 36.2 35.2 34.4 ● ● ● ● ● ● 被保険者 周知・勧奨 a.意識付け
事業所ごとの喫煙率を出し、データ共有してい

る。

自身の事業所の喫煙率の把握、全体平

均と把握することにより喫煙率を客観的に

とられてもらう。

衛生担当者への意識付け
データ提供後の施策

展開

項目 計算方法 用いるデータ H30 R1 R2 R3 R4 R5 H30 R1 R2 R3 R4 R5 対象者 事業の流れ 工夫の分類 工夫している点 工夫の理由、ねらい 良かった点 苦労した点・課題

実施者数
被保険者＆被扶養者の

特定保健指導終了者数（A）
法定報告値 4,981 5,230 5,223 5,671 5,981

対象者数
被保険者＆被扶養者の

特定保健指導対象者数（B）
法定報告値 9,195 9,379 9,578 9,753 9,099

実施率 （A/B) 法定報告値 54.2% 55.8% 54.5% 58.1% 65.7%

データヘルス計画で

設定している

アウトプット評価指標（１）

【肥満対策（被保険者）】

参加者数
ウォーキングラリー参加者数

（被保険者）

プログラム

集計結果
3,102 3,658 7,390 9,603 ● ● ● ● ● 被保険者 周知・勧奨 d.環境整備

PHRツールの見直し、インセンティブのブラッシュ

アップ、広報強化、事業主とのコラボヘルス

参加しやすい環境整備とコラボヘルスの強

化

事業主とのコラボヘルスで連携がとれ、

PHRツールの見直しにより人数が大幅増に

なっている。

全体の被保険者数に

比べるとまだ参加率は

低い。

データヘルス計画で

設定している

アウトプット評価指標（２）

【喫煙対策（被保険者）】

参加者数
禁煙キャンペーン参加者数

（被保険者）

プログラム

集計結果
59 122 79 ● ● ● ● 被保険者 周知・勧奨

c.プログラムの

工夫

広報活動の見直し、新プログラムの導入、事

業主とのコラボヘルス

岩盤層（40～50代）にも関心をもっても

らえるプログラムの案内

禁煙体験プログラムの導入や、喫煙者向

けセミナーの実施

岩盤層の喫煙者がま

だまだ多い。

独自

アウトプット

実施量・率

を

上げる工夫

特保ツールとして体組成計、セルフモニタリング

シートを配布することにより、自身の体重増減

を意識してもらうようにしている。

体重増減を見える化し、体重コントロール

できるようになってもらう。

評価指標の設定、実績値についての

コメント

[健康課題の抽出と事業目標の明確化]
　・健康課題や特定保健指導を通じて目指すことが明記されています。

[評価指標、目標値の設定と実績]
　・アウトカム「特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率」やアウトプット「実施率」が高く、さらに経年で

向上しており、効果的な方法・体制を試行錯誤し、改善していることがうかがえます。

　・特定保健指導に、事業主の施策である肥満対策、喫煙対策の評価指標を併せて設定することで、相乗効果を

上げる設計となっています。

工夫についての

コメント

　社員・被保険者の健康増進を事業主と共に目指しており、「衛生理念」（衛生方針では特定保健指導実施率目標は100％）として掲げています。

　また、2018年の中期経営計画では健康経営の潮流を踏まえて、事業主施策と健保保健事業との連携を推進しています。事業所の衛生担当者が仕事を進めやすいような配慮や特定保健

指導対象者及び参加状況をリストで送付したり、事業所の保健指導員（専門職）の指導技術の標準化を図るマニュアルの作成、研修など、事業主資源の有効活用を通じて特定保健指導

の実効性を上げるための基盤整備を進めていることは注目すべき点です。

[アウトカムを上げる知見]
　・保健指導員の技術向上とプログラムの質向上の両面から特定保健指導の成果の向上を図っています。健保所属の管理栄養士と事業所所属の保健指導員が協創して、毎年、新しいツールやプログ

ラムを試行していることも参加者のモチベーションを高めていると考えられます。今後、どのような健康課題に対してどのようなアプローチが有効であったかという知見の蓄積が期待されます。

[アウトプットを上げる知見]
　・実施率を上げるために、事業所の衛生担当、保健指導員への支援やPHRの活用などを通じて、多面的に参加者にアプローチしている様子がうかがえます。

　・不備のある特定保健指導データを抽出・修正して格納したり、収納率の低い事業所への勧奨などを丁寧に行っています。

特保を委託している事業主雇用の保健指

導員が特保を実施しやすい環境を整備す

る。

年度を重ねるごとに特保実施方法が浸透

してきている点と、健保担当者と指導員の

協力関係・連携がとれている。

除外者の取り扱い● 被保険者 周知・勧奨 d.環境整備 特定保健指導レベルの標準化、講習、特定

保健指導対象者抽出サポートなど。
共通

アウトプット
特定保健指導実施率

工夫

● 被保険者 指導実施
b.行動変容・

継続支援

若年層（特保予備軍）の特保流入を防ぐべ

く、35歳～39歳の特保予備軍への生活習慣

改善プログラムを案内している。

また、BMI25以上／40歳未満の被保険者を

対象にセルフモニタリングシートを配布している。

若年層から健康意識を持ってもらい、特保

流入を防ぐ。

セルフモニタリングシート提出者にはクオカー

ド1,000円のインセンティブを導入。

生活習慣改善プログ

ラムは希望制にした

が、思うように集客で

きなかった。

● ●●●

事業目的・目標
専門職による面接で生活習慣の見直しの必要性を確認、生活習慣改善に向けた目標の設定を行う

事業主と生活習慣病改善の目標を共有し、事業主を通して参加を促す

事業の成果

（アウトカム評価指標）

実績値評価指標の定義

NXグループ健康保険組合 保健事業カルテ

事業名 特定保健指導

背景となる健康課題
経年対象者が多数いるため、特定保健指導対象者率が下がらない

40歳未満の特保予備軍が一定数いるため、特保への流入を防ぐことも課題である

特定保健指導による特定保健

指導対象者の減少率

実施年度

内臓脂肪症候群

該当者割合

成果を上げ

る工夫

工夫

手書きによる体重記入、グラフ化はアナログ

な作業だが、体重増減がわかりやすい。

関心のない方への勧

奨方法
被保険者

b.行動変容・

継続支援
指導実施

事業の実施率・実施量

（アウトプット評価指標）

実績値

● ●

実施年度評価指標の定義

●

独自

アウトカム

共通

アウトカム

（1）

共通

アウトカム

（2）

問題意識が明確でGood！

プログラムの成果が高く、さらに向上している。

実施率が一層上がっている。

特定保健指導の対象者を減らす戦略的な取組み！

[参考] R１の全国健保の平均は１４％

[参考] R１の全国健保の平均２７％

（データヘルス・ポータルサイトより）

特定保健指導で目指すことがアウトカム指標に設定されている。

3,500名中、200名が返送。体重計希望者は280名で、

１か月体重記録。ドライバーは日報にも記載。

自身の状況を可視化し、生活習慣改善の必要性を認識させる。

事業所に所属する200名の保健指導員による指導の標準化を図るため

に、2019年より「保健指導マニュアル」を作成し、研修会を実施。

健診結果、健康情報、ウォーキングラリー、ポイントプログラムなど、

攻めの情報発信を実施。登録率は現在40％、今後70％を目指している。
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保健事業カルテ【特定保健指導】（東京建設業国民健康保険組合） 

項目 計算方法
用いる

データ
H30 R1 R2 R3 R4 R5 H30 R1 R2 R3 R4 R5 対象者

事業の流

れ
工夫の分類 工夫している点 工夫の理由、ねらい 良かった点 苦労した点・課題

該当者数 内臓脂肪症候群該当者数（A)
法定報

告値
969 1,018 1,030 997

対象者数 特定健康診査を受けた人数（B)
法定報

告値
5,732 5,289 5,643 5,685

該当者割

合

内臓脂肪症候群該当者割合

（A/B)

法定報

告値
16.9% 19.2% 18.3% 17.5%

保健指導の

対象で無く

なった人数

前年度に特定保健指導を受けた人のう

ち、当該年度に特定保健指導の対象で

無くなった者の人数（A)

法定報

告値
30 22 53 46

対象者数
前年度に特定保健指導を受けた人

数（B)

法定報

告値
163 145 201 199 ●

一部対象

者
初回面接

b.行動変

容・継続

支援

飲酒習慣に問題がある対象者にノンアル

ビールを試供品として提供。

飲酒改善の選択肢を具体的に示すことで、飲酒習

慣の改善策を具体化する。

ノンアルコールの購入を選択肢に

入れていない対象者は、飲んでみ

るきっかけとなった。

●現時点でノンアルコールビールに変更した者はいない

●試供品の供給経路が不安定

減少率
特定保健指導対象者の減少率

（A/B)

法定報

告値
18.4% 15.2% 26.4% 23.1%

データヘルス計画で設定している

アウトカム評価指標（１）

データヘルス計画で設定している

アウトカム評価指標（２）

項目 計算方法 用いるデータ H30 R1 R2 R3 R4 R5 H30 R1 R2 R3 R4 R5 対象者
事業の流

れ
工夫の分類 工夫している点 工夫の理由、ねらい 良かった点 苦労した点・課題

実施者数
被保険者＋被扶養者の

特定保健指導終了者数（A）

法定報

告値
150 147 163 179 176 ● ● ● ● ● ● 被保険者 初回面接

d.環境整

備

従業員に保健指導対象者がいる事業所

の事業主に協力を依頼。

事業主の指示で行うことで、強制力が効いた保健指

導が実施できると考えたため。

協力が得られた場合、保健指導

終了率が高い。

●継続して保健指導を行うには事業主の理解と協力が必要。

●趣旨、健康状況などの説明ができない事業所が多い。

●「現場への直行直帰」「支店の点在」など、事務所等に集めることが困

難。

対象者数
被保険者＋被扶養者の

特定保健指導対象者数（B）

法定報

告値
1,134 1,136 1,157 1,210 1,157 ● ● ● ● ●

対象者全

員
初回面接

d.環境整

備

健診当日に保健指導ができるように、健

診機関へ協力を依頼。

保健指導対象者のうち半数以上がリピーター。

保健指導リピーターの多くは50代であるが、利用者が

非常に少ないため、健診のついでに保健指導が受け

られる環境を整備し利便性を高める。

利用率が低かった50代の利用率

が上昇した。

●健診の実施時間、会場の広さ、支援員のマンパワー不足により対象者

全員に実施できない。

●同時間帯に対象者が重なった場合、実施できない対象者が出てしまうこ

とが多々あった。

●当日保健指導を導入できない健診医療機関（会場）がある。

実施率 （A/B)
法定報

告値
13.2% 12.9% 14.1% 14.8% 15.2% ● ● ●

対象者全

員
初回面接

d.環境整

備
コロナをきっかけにICT面談を導入

場所と時間を選ばないため、現場での休憩時間など

空いた時間に実施が出来る。

保健指導実施者（委託）のうち

ICTを選択している実施者が4割

弱おり、主に40～50代で抵抗感

なく選択している者が多かった。

●機器設定などの準備に手間がかかる。

●高齢者世代は受け入れにくい（対面も同時並行）。

データヘルス計画で

設定している

アウトプット評価指標

（１）

● ●
一部対象

者
初回面接

c.プログラ

ムの工夫

モデル実施の導入と一部委託機関でモデ

ル実施限定でインセンティブ提供開始

モデル実施を導入することで途中終了者を減らす。

インセンティブ提供により、無関心層の獲得を狙う。

利用率に一定数の効果があったと

思われる。
●インセンティブ付与の持続性に限界がある。

データヘルス計画で

設定している

アウトプット評価指標

（２）

● ● ● ● ● ●
対象者全

員

周知・勧

奨

c.プログラ

ムの工夫

電話による利用勧奨のため、電話番号が

不明の対象者については、所属支部・支

所へ問い合わせている。

電話勧奨数を増やすことで、利用率の向上につなげ

る。

郵送による通知より電話の方が利

用率が上がる。
●電話勧奨へのクレームがある。

独自

アウトカム

● ● ● ● ●
対象者全

員
初回面接

a.意識付

け

フードモデルを活用することで1人前のご飯

の量を見える化している。

1人前の量が人それぞれ違うため、一般的な量を可

視化することで自分自身が食べすぎかどうかを分かり

やすくする。

●●●●

対象者と支援者が同じ認識を持

てるため、支援がスムーズに進む。

実際の摂取量を計測しなくても、

対象者自身で白米の量の振り返

りができた。

d.環境整

備
その他

対象者全

員
●●

実績値 実施年度

共通

アウトカム

（1）

内臓脂肪症候群

該当者割合

成果を

上げる工

夫

特定保健指導による特定

保健指導対象者の減少率

実施年度 工夫

共通

アウトカム

（2）

●保健指導を受けて一時的に体重・腹囲が減少しても、次年度の健診時

には元に戻っている傾向がある。

●一度保健指導を受けると、次年度以降対象になった場合に保健指導を

拒否することが多い。

初回面談が実施できれば改善率

は高い。

体重減少者割合

　S機関58％　R3

　B機関93％　R3

改善率の向上
委託業者と定期的に改善率向上にむけて

情報交換を行っている。

東京建設業国民健康保険組合 保健事業カルテ

事業名 特定保健指導

背景となる健康課題
メタボおよびメタボ予備群は年々微増傾向であり、平成26年と比較して令和4年度はメタボ該当者・予備群が4.5％増加している。

しかしながら、保健指導の実施率は平成27年度をピークに少しずつ低下しており令和3年度は14.5％と低率である。

評価指標の設定、実績値についての

コメント

[健康課題の抽出と事業目標の明確化]
　・メタボリックシンドローム該当者及び予備群の上昇を健康課題とし、特定保健指導を通じて生活習慣病を予防

するという目的が明確になっています。

　・今後は自組合に特徴的な生活習慣についても明示し、対応するアウトカム指標を設定すると、特定保健指導の

具体的な方法・体制の工夫につながりやすくなります。

[評価指標、目標値の設定と実績]
　・アウトカム「特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率」やアウトプット「実施率」が経年で高まってお

り、どのような方法・体制の工夫が実績につながったか、その要素を探り、知見として蓄積すると良いでしょう。

工夫について

の

コメント

　特定保健指導の成果、実施率それぞれの向上を意識して試行錯誤、検証を行っていることが素晴らしいです。また、労働組合との連携した事業主への働きかけや、働き方の特徴に応じた連絡の仕方を検討するなど、保健事業の実効性を上げるための基

盤整備を進めていることも注目すべき点です。

[アウトカムを上げる知見]
　・初回面談ができれば改善率は高いという分析結果から、特定健診当日の面談を導入して初回面談を促したことは理にかなっており、実際に特定保健指導対象者の減少率も上がっています。

　・食事、飲酒という健康課題に応じた意識付け、行動変容については初回面談の行動計画に設定し、行動目標の達成度としてその成果を評価すると良いでしょう。

[アウトプットを上げる知見]
　・実施率が経年で上がっており、特定健診当日の面談やICTの導入による効果がうかがえます。特に、特定保健指導の経年対象者（リピーター）が多く、参加者が少なかった50代をターゲットとした当日面談の導入は的を得ていると考えられます。

　・直行直帰が多く、就業時間内の保健指導が認められていない職場に関しては、休憩時間中の電話連絡が有用といった実施率を上げる実務的な工夫もされています。

　・脱落可能性のある人を委託事業者から事前に共有してもらい、働きかけていることも実施率を上げるための工夫です。

事業目的・目標

本事業は特定保健指導の利用率を向上させることで脳血管疾患、心臓病、腎不全等の原因となるメタボリックシンドロームの予防を目

的とし、ひいては対象者が自ら健康状態を自覚し生活習慣改善のための取組みを実施できるようにサポートする。その結果、生活習慣病

の発症を防ぐことが出来る。

事業の成果

（アウトカム評価指標）

評価指標の定義 実績値

独自

アウトプット

共通

アウトプット
特定保健指導実施率

実施量・

率を

上げる工

夫

工夫事業の実施率・実施量

（アウトプット評価指標）

評価指標の定義

事業目的・目標が明確でGood！

[参考] R１の全国健保の平均は１４％

（データヘルス・ポータルサイトより）

[参考] R３の全国健保の平均３１％

（データヘルス・ポータルサイトより）

職場に特徴的な健康課題（健康状況、生活習慣等）に対応するアウトカム指標を設定すると良い

（同組合では、昼食はエネルギーになり、直ぐに食べられるラーメンなどが好まれる。夜は情報交換を兼ねた飲酒が少なくない。喫煙も課題とのこと）

協力が得られた労働組合とは、一緒に事業所へ訪問しているとのこと。

経年で上昇している！

プログラムの質的評価を行い、今後の課題（リバウンド、経年対象者対策）を抽出している。

特定健診当日の面談はリピーターの多い層に有用な可能性。

直行直帰が多い職場でのノウハウ。また、就業時間内の連絡が難しいこと

から、休憩時間に働きかけることが有用とのこと。

自組合の健康課題（特徴的な生活習慣）に応じた工夫をしている。

[参考] R１の全国健保の平均２７％

（データヘルス・ポータルサイトより）

大きく改善している！
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保健事業カルテ【重症化予防】（文京区） 

項目 計算方法 用いるデータ H30 R1 R2 R3 R4 R5 H30 R1 R2 R3 R4 R5 対象者 事業の流れ 工夫の分類 工夫している点 工夫の理由、ねらい 良かった点 苦労した点・課題

コントロール

者数

保健指導終了時

HbA1c7.0未満

該当者数（A)

保健指導終

了時の検査

数値

- 6 5 5 5 ● ● ● ● ●
対象者全

員
周知・勧奨 a.意識付け

高齢者にも読みやすく分かりやすい案内通知の

作成・送付。また、糖尿病性腎症についての理

解を深めるためのオリジナルのパンフレットを同封

している。

保健指導への参加の有無を問わず、糖尿病性腎症

についての理解を深めてもらい、重症化予防の重要

性を伝える。

実際に保健指導に参加される方は、対象者の中の

10％未満だが、保健指導に参加されなくても、糖

尿病性腎症重症化予防の重要性を伝えられる。

重要な情報を入れながらも、なるべく簡潔にし、

分かりやすい案内を作成すること。

実施者数
重症化予防を受け

た人数（B)
- 28 19 19 18 ● ● ● ● ●

対象者全

員
周知・勧奨 a.意識付け

案内通知送付後、保健師や管理栄養士などの

専門職から電話勧奨を実施している。

電話勧奨において、専門職から電話することで、生活

習慣改善の重要性を伝えることができ、保健指導へ

の参加意欲を高めることができる。

専門職から電話をすることで、保健指導を申し込ま

なかった方についても、勧奨電話そのものが保健指

導の場となる。

電話番号不明者や、電話がつながらない者へ

勧奨できず、勧奨機会を逃している。

コントロール

割合

コントロール割合

（A/B)
- 21.4% 26.3% 26.3% 27.8% ● ● ● ● ●

対象者全

員
初回面接

c.プログラム

の工夫

保健師が対象者から聞き取った生活習慣や服

薬等の状況や、かかりつけ医に事前に記入して

もらった生活指導確認書を基に支援方法を決

定する。また、対面面談だけではなく、遠隔面談

も実施している。

保健指導に当たっては、かかりつけ医と連携し安全に

行うこと、参加者本人が無理なく取り組める支援を行

うことが重要であるため。また、多忙や体調等を理由

に参加が難しいとおっしゃる方に、遠隔面談を活用し

ていただくことで、時間的、身体的に参加しやすくし

た。

本人への聞き取りを丁寧に行うことで、信頼関係を

築くことができた。また、かかりつけ医と連携すること

で、正しい服薬、受診行動を促すことができる。ま

た、外出が難しいとおっしゃる方について、遠隔面談

により保健指導に参加いただくことができた。

遠隔面談を実施しているものの、多忙を理由に

参加を見合わせることが多く、保健指導実施時

間が課題である。

データヘルス計画で

設定している

アウトカム評価指標

（１）

月平均の人

工透析患者

数

月平均の人工透

析患者数

ＫＤＢ（厚

生労働省様

式３－１

（生活習慣

病全体のレセ

プト分析））

123.8 121.5 127.5 127.8 117.9 ● ● ● ● ●
対象者全

員
指導実施

b.行動変

容・継続支

援

全3回の面談の間に電話支援を行うことで、継

続的支援を実施している。また、面談ごとにかか

りつけ医にフィードバックを実施している。

面談は約2か月ごとに行うが、その間に電話支援を行

うことで、参加者が自分の生活習慣を見直すきっかけ

となる。また、支援の中で参加者から出た疑問点等を

かかりつけ医へ伝えることができる。

1か月に1度程度コンタクトをとることで、信頼関係

が深まり、新たな事情を伺うことができ、新たな課題

を設定することができるなど、支援方法がより対象

者に寄り添ったものとなった。

電話の場合、詐欺を疑い電話に出ない者も当

初いたが、電話番号登録をしてもらったり、都合

の良い日等を面談の際に聞き取ることで連絡が

取りやすくなった。

データヘルス計画で

設定している

アウトカム評価指標

（２）

● ● ● ●
対象者全

員

実施後の

フォロー

b.行動変

容・継続支

援

前年度保健指導終了者に対し、フォローアップ

保健指導（面談1回、電話1回）を実施。

保健指導の内容を継続することが重要であるため、

保健指導終了者へのフォローアップを翌年度に実施し

ている。

保健指導終了時に、翌年度フォローアップがある旨

を伝えているため、スムーズに勧奨できた。

国保加入者を対象とした事業であるため、後期

高齢者医療制度に移行した方へのフォローアッ

プができなかった。

項目 計算方法 用いるデータ H30 R1 R2 R3 R4 R5 H30 R1 R2 R3 R4 R5 対象者 事業の流れ 工夫の分類 工夫している点 工夫の理由、ねらい 良かった点 苦労した点・課題

受診者数
医療機関受診者

数（A）

対象者に電

話で聞き取り
- 3 1 2 5 ● ● ● ● ●

対象者全

員
周知・勧奨 a.意識付け

対象者がそれぞれ自分の数値を意識して受診

行動や生活習慣改善に取り組んでもらうきっか

けになるよう、通知に対象者特定健診時の血

糖、腎機能に関する数値を記載し、自分のおか

れている状況を把握してもらう。

実際に自分の数値を知ることで、危機感を感じてもら

い、受診の必要性を把握してもらう。

特定健診結果を見ただけでは、自分の身体のどこ

に健康課題があるか分かりづらいこともあるが、自分

の数値が記載された糖尿病性腎症の案内を受け

取ることで、生活習慣改善について意識してもらう

きっかけとなる。

元々受診の意識が低い者について、どのように

受診を促すか。また、文面について、受診を促し

ながらも、不安を煽りすぎないようバランスをとるこ

とに苦労した。

対象者数
受診勧奨対象者

数（B）
- 10 11 15 17 ● ● ● ● ●

対象者全

員
周知・勧奨 a.意識付け

案内通知送付後、保健師や管理栄養士などの

専門職から電話勧奨を実施している。

専門職が対象者一人ひとりの健診データ等を手元に

用意し、検査値を見ながら、個別的状況に応じて受

診や保健指導の必要性を話し、専門的観点に立っ

た勧奨を実施。

専門職から電話をすることで、受診につながらなかっ

た場合でも、勧奨電話そのものが保健指導の場と

なる。

電話番号不明者や、電話がつながらない者へ

勧奨できず、勧奨機会を逃している。

受診率 （A/B) - 30.0% 9.1% 13.3% 29.4% ● ● ● ● ●
対象者全

員
周知・勧奨

b.行動変

容・継続支

援

区から受託業者へ、区内のかかりつけ医マップを

提供し、受診勧奨の際に活用してもらっている。

必要に応じて医療機関の選び方についてもアドバイス

した。不通の場合は日時を変えて 3回まで架電した。

どのように受診すればよいかわからない者について、

区内の医療機関を紹介することで、受診の第一歩

を促すことができる。

データヘルス計画で

設定している

アウトプット評価指標

（１）

保健指導参

加者数

保健指導に申込を

した人数
28 19 19 18 ● ● ● ● ●

対象者全

員
周知・勧奨

b.行動変

容・継続支

援

初回の電話で受診を前向きに検討した者へ、

一定期間経過後再度電話し、治療内容を確

認する。

再度電話をすることで、未受診の者については、受診

のきっかけとなり、受診済の者については保健指導の

参加を勧奨することができる。

個々の検査値、治療状況等を踏まえた上で保健

指導の有益性を説明、利用勧奨を実施することが

できた。

データヘルス計画で

設定している

アウトプット評価指標

（２）

保健指導終

了率

保健指導に申込し

た者のうち終了した

割合

92.9 89.5 100 94.4

文京区 保健事業カルテ

事業名 重症化予防

背景となる健康課題

事業目的・目標

糖尿病の合併症である糖尿病性腎症の重症化は、人工透析の導入の主要原疾患となっている。人工透析の年間医療

費は１人当たり約500万円と言われ、文京区国民健康保険では、平成28年度の慢性腎不全（透析あり）の医療費

が７億5,500万円で、入院及び外来医療費に占める割合を最小分類で比較すると、最も高くなっている。このように、糖

尿病性腎症が重症化すると、患者のQOL（生活の質）を著しく低下させるのみならず、保険財政にも大きな負担とな

る。

事業の成果

（アウトカム評価指標）

評価指標の定義 実績値

文京区国民健康保険では、糖尿病性腎症の重症化による人工透析への移行を防止することを目的とし、糖尿病性腎

症重症化予防事業を実施していく。

共通

アウトカム

病態（血糖）の

コントロール割合

成果を

上げる工

夫

独自

アウトカム

実施年度

実施年度

工夫

評価指標の設定、実績値について

の

コメント

[健康課題の抽出と事業目標の明確化]
　・健康課題や重症化予防を通じて目指すことが明記されています。

[評価指標、目標値の設定と実績]
　・アウトカム指標、アウトプット指標ともに、区の独自指標が設定されています。今後は短期的な評価

指標を設定すると、取組みの効果が見えやすく、改善にもつながりやすくなります。

　・2医師会と合意している対象者の選定基準や対象者の構造（人数）＊も明示すると、異動など

でも引継ぎが円滑です。

＊服薬なし106名；うち44名は受診を確認、服薬あり166名

工夫について

の

コメント

　重症化予防の事業設計及び運営において、2医師会や民間事業者と協創しながら進めていることが同区の特長です。医師会とは対象者の選定基準の設定や進捗の共有、民間事業者に関しては3年に1度プロポーザルを開催し、質を重視した選定を

行っています。

　また、国保年金課が所管する「一体的な実施」の取組みと連携することで、今後、後期高齢者医療制度に移行する者のフォロー（健診データのモニタリングを含む）を試行する点は素晴らしいです。

[アウトカムを上げる知見]
　・民間事業者との協創のもと、対象者への分かりやすい資料作成や受診勧奨の機会を捉えた意識啓発など、重症化予防に必要な素材やプロセスを通じて成果を上げる工夫がされています。区から医師会の担当理事へは年3回報告する機会を持ち、かか

りつけ医（主治医）からは「生活指導内容書」を発行してもらい、かかりつけ医には保健指導の様子をフィードバックするなど、健康課題を解決するという事業の目的と進捗が関係者で共有されるよう努めています。

[アウトプットを上げる知見]
　・対象者の健診結果に基づく個別性の高い勧奨や、区内のかかりつけ医マップの提供など、医療機関への受診や保健指導の参加を促す工夫がされています。

工夫

共通

アウトプッ

ト

受診勧奨対象者の

医療機関受診率

実施量・

率を

上げる工

夫

独自

アウトプット

事業の実施率・実施量

（アウトプット評価指標）

評価指標の定義 実績値

健康課題とそれを解決する目的・目標が明確でGood！

かかりつけ医をつくることもこの事業の成果のひとつと考えられる。

高齢者に分かりやすい資料であることが重要であり、また

対象者全員へ周知する意義がうかがえる。

かかりつけ医と保健師等が連携した丁寧なプログラムであり、事例を通じてプログラムの良さを周知することも有用と考えられる。

短期的に事業の効果が表れる生活習慣改善や治療継続（治療中断防止）といった成果をアウトカム指

標に加えて設定すると、プログラムの質を評価し、必要な改善につながりやすくなる。

想定（予算化）参加者30名に対して、申込人数の減少は

新型コロナ感染症や経年対象者の影響などがうかがえる。
電話勧奨した106名中、12名は受診に前向き。

勧奨を教育の機会としていることは素晴らしい取組み。
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保健事業カルテ【重症化予防】（ジェイアールグループ健康保険組合） 

項目 計算方法
用いる

データ
H30 R1 R2 R3 R4 R5 H30 R1 R2 R3 R4 R5 対象者

事業の流

れ
工夫の分類 工夫している点 工夫の理由、ねらい 良かった点 苦労した点・課題

コントロール者数

特定健診の2年連続受診者で1年目に糖尿病で服薬なし及び検査値が予備群（保健指導判

定値以上かつ受診勧奨判定値未満）のもののうち、２年目も糖尿病で服薬なし及び検査値が

予備群または正常群のものの数

　※加入者

　※保健指導判定値：空腹時血糖100～126㎎/dl未満、HbA1c5.6～6.5％未満

　※受診勧奨判定値：空腹時血糖126㎎/dl以上、HbA1c6.5％以上

保険者

申告
ー ー ー ー 30,607

実施者数

特定健診の2年連続受診者で1年目に糖尿病で服薬なし及び検査値が予備群（保健指導判

定値以上かつ受診勧奨判定値未満）のものの数

　※加入者

　※保健指導判定値：空腹時血糖100～126㎎/dl未満、HbA1c5.6～6.5％未満

　※受診勧奨判定値：空腹時血糖126㎎/dl以上、HbA1c6.5％以上

保険者

申告
ー ー ー ー 31,553

コントロール割合 コントロール割合（A/B)
保険者

申告
ー ー ー ー 97.0%

データヘルス計画で

設定している

アウトカム評価指標

（１）

未受診率

受診勧奨基準値以上対象者での未受診者

/特定健診受診者中の受診勧奨基準値以上対象者

　①（HbA1c）6.5％以上

　②（血圧）収縮期血圧180㎜Hg以上、または拡張期血圧100㎜Hg以上

　※40歳以上被保険者

保険者

申告

①11.0％

②52.1％

①13.3％

②52.2％

①49.7％

②74.2％

①41.1％

②38.0％

①9.9％

②41.8％

（2023年9月時

点データ）

データへルス計画で

設定している

アウトカム評価指標

（２）

リスク保有率

受診勧奨基準値以上対象者

/特定健診受診者

　①（血糖）空腹時血糖100㎎/dl以上またはHbA1c5.6％以上

　②（血圧）収縮期血圧130㎜Hg以上、または拡張期血圧85㎜Hg以上

　③（脂質）中性脂肪150㎎/dl以上、またはHDLコレステロール40㎎/dl未満

　④（肝機能）AST31IU/L以上、ALT31IU/L以上、またはγ‐GT51IU/L以上

　※40歳以上被保険者

保険者

申告

①46.6％

②46.5％

③34.6％

④43.1％

①46.7％

②45.5％

③33.6％

④41.9％

①54.0％

②48.4％

③34.3％

④42.5％

①43.8％

②45.9％

③31.8％

④40.8％

①54.4％

②43.8％

③30.3％

④38.2％

（2023年9月時

点データ）

発送翌月に初めて受診があった人数

/リーフレット発送者中リーフレット送付対象選定時確認レセプト最終月～発送月で受診のなかっ

た人数

　①（HbA1c未受診者）

　②（血圧未受診者）

　※リーフレット発送全加入者

　※事業主によって発送対象者基準が異なる

ー ー ー ー
①8.2％

②5.3％

発送翌月に受診があった人数

/発送前年度に受診があるが、リーフレット送付対象選定時確認レセプト最終月～発送月で受診

のなかった人数

　③（糖尿病中断者）

　④（高血圧中断者）

　※リーフレット発送全加入者

ー ー ー ー
③0.0％

④8.3％

項目 計算方法
用いる

データ
H30 R1 R2 R3 R4 R5 H30 R1 R2 R3 R4 R5 対象者

事業の流

れ
工夫の分類 工夫している点 工夫の理由、ねらい 良かった点 苦労した点・課題

受診者数

医療機関受診者数（A）

　※加入者

　※当該年度・前年度の質問票において、血圧・血糖・脂質に関する薬の使用の有無について

　　　「はい」と回答したこと、レセプトから、血圧・血糖・脂質に関する疾病又はその疑いで

　　受診したことを確認

保険者

申告
7,150 7,546 8,403 9,247 8,733 ● ● ● ● ●

一部対

象者

周知・勧

奨

b.行動

変容・継

続支援

【未受診者】

ナッジを活用したリーフレットを作成している（受

診していない自分は少数派であることを伝えてい

る）。

また、一部の事業主に、受診勧奨リーフレットを

送付した対象者を共有している。

受診していない自分は少数派であることを伝え

ることで、受診につなげる。

また、保険者のみならず事業主からも保健指導

や問診等の場面で、対象者に受診勧奨をして

いただくことで、施策の効果をより高める。

いくつかの事業主と新たにコラボヘ

ルスの覚書を締結することで、共

有できる対象者が増えた。

施策の効果が見えにくい（受診勧奨したことで

受診したのか、受診勧奨に関係なく受診したの

か等）。

また、共有した対象者を事業主がどのように活

用しているか把握できていない。

対象者数

受診勧奨対象者数（B）

　※加入者

　※①収縮期血圧160㎜Hg②拡張期血圧100㎜Hg以上③空腹時血糖126㎎/dl以上

　　④HbA1c6.5％以上⑤LDL180㎎/dl以上⑥TG500㎎/dl以上のいずれかに該当するもの

保険者

申告
10,167 10,559 11,916 12,263 11,673 ● ●

対象者

全員

周知・勧

奨

b.行動

変容・継

続支援

【中断者】

ナッジを活用したリーフレットを作成している（コロ

ナ禍でも必要な受診があることを伝えている）。

必要以上の受診控えは健康上のリスクをより高

める可能性があることを伝え、受診につなげる。

施策の効果が見えにくい（受診勧奨したことで

受診したのか、受診勧奨に関係なく受診したの

か等）。

受診率 （A/B)
保険者

申告
70.3% 71.5% 70.5% 75.4% 74.8% ● ● ● ●

対象者

全員

周知・勧

奨

d.環境

整備

受診勧奨リーフレットに健康相談窓口の電話番

号を記載している。

二次検診機関の問い合わせ先を示すことで、受

診を迷っている対象者を受診につなげやすくす

る。

生活習慣病に関する相談実績は毎年あるもの

の、件数が少ない。

データヘルス計画で

設定している

アウトプット評価指標

（１）

受診勧奨の実施 実施した場合、「１」とする
保険者

申告
1 1 1 1 1 ● ● ● ● ● ●

対象者

全員
その他

d.環境

整備
コラボヘルスにかかる覚書を事業主と締結する。

対象者を共有する事業主を増やすことで、受診

につながる対象者を増やす。

覚書未締結であった事業主と毎

年新たに締結できている。

データヘルス計画で

設定している

アウトプット評価指標（2）

.

評価指標の設定、実績値につい

ての

コメント

[健康課題の抽出と事業目標の明確化]
　・働き盛り世代のリスクマネジメントが重症化予防の目的・目標に明示されています。

[評価指標、目標値の設定と実績]
　・アウトカム指標、アウトプット指標ともに、事業目標につながる同健保組合の独自指標が設定されており、大規模な組合であっても丁寧に効果を確認しています。

　・アウトカム指標の「リスク保有率」に関しては、60代の被保険者の増加（リスクの顕在化）を考慮した設定になっています。また、対象者が特定健診受診者全体です

が、健診実施率が90％以上なので成果を測り得る指標と考えられます。

　・アウトプット指標の「受診率」が比較的高いことの背景として、安全衛生を重視する企業文化や最近の健康経営優良法人認定事業所の増加などもうかがえるようで

す。

工夫について

の

コメント

　事業所相互に規模や産業保健の体制に格差があることから、健保組合が起点となってコラボヘルスを進めている特長があります。特に、健診データ等に基づく健康課題の明示や対象者の抽出、取組の効果検証に力を発揮して

います。人数が増えてきた60代の健康課題の顕在化への対応を進めたり、コラボヘルス・ガイドラインを参考にした「コラボヘルスにかかる覚書」の締結によってボリュームゾーンである40歳未満への働きかけが可能になったことは大きな

意義があります。

[アウトカムを上げる知見]
　・事業所ごとの健康状況や進捗状況の可視化といったデータヘルスの活用で、事業所との連携が進み、保健事業の実効性が高まっている好事例です。

[アウトプットを上げる知見]
　・アウトプット（実施率）を上げるためには、働きかけの効力が期待できる事業主や被保険者に寄り添いやすい産業保健の力が発揮されるよう、健保組合としては取組意義の啓発、素材及び機会の提供といった支援に注力して

います。

工夫

共通

アウトプット

受診勧奨対象者の

医療機関受診率

実施量・

率を

上げる工

夫

事業の実施率・実施量

（アウトプット評価指標）

評価指標の定義 実績値

独自

アウトプット

実施年度

実施年度

工夫

成果を上

げる工夫

評価がしにくい。

産業保健スタッフの力量にもよる。

産業保健部門のない事業主もある。

コラボヘルスの意識（健保の保健

事業への興味やデータへルスの活

用についてなど）の醸成。

各事業主に所属している産業保

健部門だからこその指導ができる。

被保険者に近い位置におり、業種や勤務、地

域の特徴を知っている各事業主の産業保健部

門にお願いすることで、より効果的な保健指導

ができる。

施策部門からの指摘であっても、健保よりも近い

ところからの受診勧奨はより効果的な可能性が

ある。

産業保健部門に重症化予防が必要な被保険

者のボリューム感を各事業主に分け数値で提示

し、産業保健部門や施策部門から生活習慣改

善への指導や受診勧奨をお願いする。

d.環境整備
周知・勧

奨

被保険

者
●●●

独自

アウトカム

データヘルス計画で

設定している

アウトカム評価指標

（３）

リーフレット送付

効果

保険者

申告

●● ●

ジェイアールグループ

健康保険組合
保健事業カルテ

事業名 重症化予防

背景となる健康課題
・　検査値が高値であるにも関わらず、医療機関を受診していないものが多数存在する（被保険者・40歳以上）

・　受診中であっても検査値が高値であり、コントロール不良者が一定数以上存在する（被保険者・40歳以上）

事業目的・目標 ・　血糖（HbA1c）及び血圧等の要医療値対象者をターゲットとしたリスクマネジメントの推進

事業の成果

（アウトカム評価指標）

評価指標の定義 実績値

共通

アウトカム

病態（血糖）の

コントロール割合

新形コロナ感染症に伴う受診抑制が背景に考えられるとのこと。

14事業所ごとに健康状況や保健事業の進捗（順位）を可視化しており、事業

主・産業保健部門にとっても有用な素材である。

まずは実施内容や対象者などが把握できる事業所で効果検証する方法もある。

事業目標の達成度を測るアウトカム指標が設定されている。

効果の検証がしっかりされている。

高い水準で推移している。

同組合の被保険者のボリュームゾーンである40歳未満のデータが共

有されたことは、保健事業の設計や働きかけに有用。
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令和 5年度 東京都保険者協議会の事業等にかかる支出見込額から、1団体※あたりの負

担金返還予定額（令和 6年 4月返還予定）は、699,000円（概算）です。 

 

※①全国健康保険協会東京支部 ②健康保険組合連合会東京連合会 ③東京都国民健康保険

団体連合会 ④共済組合 ⑤東京都後期高齢者医療広域連合 

 

 

 

 

       

なお、他方の財源である国庫補助金の返還については、厚生労働省へ令和 6年 6月末まで

に事業報告書を提出後、令和 6 年度内に交付額が確定され、それに基づき返還を行う予定。 

 

 

 

令和5年度　事業経費見込み （単位：千円）

国庫補助金

（補助率1/2）

負担金

（1/2）

（1）保険者協議会の運営事業

①保険者協議会の開催

②医療費適正化計画への意見提出に係る保

険者協議会の開催

③医療計画への意見提出に係る保険者協議

会の開催

④専門部会等の開催

15,462 7,731 7,731

（2）データヘルス推進等事業 調査研究及び研修会等 2,514 1,257 1,257

（3）特定健診等に係る受診率向上のための

　　  普及啓発事業
普及啓発グッズ作成等 440 220 220

（4）特定健診等の円滑な実施のための事業 ホームページ運用・保守料等 1,227 613 614

（5）特定保健指導プログラム研修等事業 特定保健指導等プログラム研修会の開催 3,239 1,619 1,620

（6）その他（補助対象外経費） - 8 - 8

22,890 11,440 11,450

事業区分

内訳
令和5年度

支出見込額

合計

 A当初負担金納付額 B負担金支出予定額 C返還予定額（A-B） 

全体（5団体） 14,945,000円 11,450,000円 3,495,000円 

1団体あたり 2,989,000円 2,290,000円 699,000円 

（5）令和 5年度負担金の返還予定額について 
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≪参考≫ ―保険者協議会ホームページアクセス数― 

総アクセス数以下は、ホームページトップ画面の項目ごとのグラフとなります。 

※令和 5 年度 6 月のアクセス数については、導入している集計ツールの 7 月からのバージョン移行

（6 月より移行作業開始）に伴う計測不能期間有り。 
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保険者協議会について 
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特定健診・特定保健指導集合契約（B） 
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会議等報告 
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本協議会の取り組み 
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※令和 5年 2月から公開 
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